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主旨

研修プログラム案 ★標準で半日コースの以下プログラムを、内容をアレンジした短時間コースで実施も可！

担当講師

FAX送付状

（出張）「ハラスメント対策研修」講師派遣　お問い合わせ記入用紙

～より良い職場のマネジメントのために～

(出張)「ハラスメント対策研修」

講師派遣のご案内

「1億総活躍」社会の実現には「働き方改革」が必要であり、その重点課題には「長時間労働」のほか「差別やハラスメント」があります。昨今では、「最近の

職場の悩み相談」の内訳が「人間関係」に次いで「パワハラ」が多くなっており、「労働条件」や「時間外労働」の問題よりも多くの人が悩みを抱えています。個

別労働紛争の相談内容としても、「いじめ・嫌がらせ」が断トツで多い案件となっています。この研修では、職場に於けるパワハラやセクハラの発生を防ぎ、従業

員全員が互いに尊重し合うことで働きやすい環境を作るために、より良い職場のマネジメント方法について学びます。

早稲田大学商学部卒。不動産関係の特別法人および株式会社に勤務後、特定社会保険労務士として独立。顧問先は株式会社を中心に社会福祉法人・財団

法人・大学・地方公共団体など幅広く、各種団体の非常勤役員、企業研修や各種セミナーの講師も行っています。

１．働き方改革の課題

➀勤め先がブラック企業だと思う割合

➁最近の「職場の悩み」相談内訳

③民事上の個別労働紛争の主な相談内容

２．ハラスメントとは？

・パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、マタニ

ティハラスメント、テクノロジーハラスメント、エイジハラス

メント、モラルハラスメント、終われハラスメント、など

３．パワーハラスメントとは？

①職場内の優位性、➁業務の適正な範囲

７．職場のパワーハラスメントの具体例

(1)身体的苦痛を与えるもの、(2)精神的苦痛を与える

もの、 (3)社会的苦痛を与えるもの

８．なぜパワハラ・セクハラが問題なのか

(1)法人への影響、(2)従業員への影響、(3)コンプライ

アンス上の問題

９．パワハラと業務指導

１０．職場のパワーハラスメントについて考える

・事例を読んで考える

１１．パワハラ・セクハラを予防するために

１２．確認テスト など

４．セクシャルハラスメントとは？

①対価型セクシャルハラスメント

➁環境型セクシャルハラスメント

５．パワーハラスメントの行為類型

①身体的な攻撃、②精神的な攻撃、③人間関

係からの切り離し、④過大な要求、⑤過少な要求、

⑥個の侵害 など

６．セクシャルハラスメントの行為類型

(1)対価型、(2)環境型①視覚型、②発言型、

③身体接触型


